
ＬＰガス部会委員の変更等について

エッカ石油（株）様より委員変更依頼が有りましたので、ＬＰガス部会委員会へお

諮りいたします。

きんじょう こうさく   こくば としあつ

金城 耕作 氏 ⇒ 國場 淳篤 氏へ変更
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沖高保発５－８５号                                                  

                           令和５年１２月１８日

ＬＰガス部会委員 各位

ＬＰガス卸事業者 各位

                      （一社）沖縄県高圧ガス保安協会

                        ＬＰガス部会

                        部会長 島袋博文（公印省略）

任期満了に伴うＬＰガス部会委員候補者の推薦について

（推薦書提出のお願い）

令和６年度はＬＰガス部会規則第１２条（定款第２５条準用）に基づき、委員の改選期

となっております。

つきましては、別添ＬＰガス部会委員選出枠をご確認いただき、沖縄本島内においては

系列ごとに、宮古・八重山地区においてはそれぞれの地域支部でご検討の上、別紙推薦書

を令和６年３月５日（火）までに協会宛にメール又はＦＡＸにてご提出下さいますようお

願い申し上げます。

本推薦書は３月１５日開催予定のＬＰガス部会委員会へ提案されるものとなります。

なお、現委員は来る５月の通常総会をもって任期満了となります。

記

以上

  １．推薦人数  ＬＰガス部会委員選出人数（別紙１）

     

  ２．報告期限  推薦書を３月５日（火）まで（別紙２）

    ３．任  期    令和６年５月総会から令和８年５月総会まで

   ※本件に関するお問い合わせ  協会 有銘

                E-mail：arime@okinawakhk.or.jp

              TEL ０９８－８５８－９５６２

                FAX ０９８－８５８－９５６４
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（別紙１）

ＬＰガス部会委員選出人数について

区 分
系列販売

事業所数
部会委員選出数

１ り ゅ う せ き 系 列 ４５ ３

２ マ ル ヰ 産 業 系 列 ３７ ２

３
エ ッ カ 石 油 系 列 ２７

２
中 央 ガ ス 系 列 ３

４ 白 石 ガ ス 系 列 １３ １

５ 協 同 ガ ス 系 列 ２１ ２

６
具志頭給油所系列 ３

１
互 恵 石 油 系 列 １１

７ ひ ま わ ガ ス 系 列 １２ １

８ 沖 縄 ガ ス 系 列 １６ １

９
う り ず ん 会 １１

１
オ キ エ ネ 系 列 ７

１０ 宮 古 支 部 １３ １

１１ 八 重 山 支 部 １１ １

１２ 青 年 委 員 会 １

１３ 部 会 長 推 薦 枠 ２

１４ オートガススタンド枠 １

合計数 ２３０ ２０

備考

１．系列販売事業所数、概ね１５に対し部会委員１名を選出する。

２．部会長推薦枠は、前項の基準数に達しない系列又は系列外に適用する。尚、

部会長推薦枠については、事前に委員会の意見を聞くものとする。

３．区分毎の部会委員選出数は、所属する正副部会長の数を含むものとする。

４．この表は改選期ごとに委員会において検討し、必要に応じて見直しすること

ができる。



（別紙２）

推 薦 書
                            令和６年 月  日

（一社）沖縄県高圧ガス保安協会

  ＬＰガス部会

  部会長 島 袋 博 文 殿

みだしの件につきまして、下記の者をＬＰガス部会委員候補者として推薦致します。

（任期 令和６年５月総会～令和８年５月総会）

                        

           

記入者名（卸し事業者責任者又は現部会委員）

             選出区分系列

             又は地域支部名                

            事業所名                   

             氏  名                   

                    報告期限 ：令和６年３月５日（火）

             E-mail ：arime@okinawakhk.or.jp

            FAX      ：０９８－８５８－９５６４

氏  名

（部会委員候補者名）

所属事業所

  

  

  

  

  

  



ＬＰガス料金高騰支援事業今後の対応について

ＬＰガス料金高騰支援事業の実施について、協会は側面的な支援として協力しておりますが、これま

での主な経過・実績並びに評価検討事項を確認すると共に、今後の対応について委員会で協議いただき

たいと考えております。

１．これまでの主な経過

・令和５年３月２９日（国の動き）経済産業省資源エネルギー庁資源・燃料部石油流通課「地方創生

臨時交付金のＬＰガス料金上昇抑制に向けた更なる活用のお願い」

・令和５年４月６日（協会の動き）沖縄県高圧ガス保安協会「ＬＰガス料金上昇抑制に向けた地方創

生臨時交付金のご活用について（お願い）」

・令和５年７月１１日（県の動き）６月補正予算成立（第１期分）

・令和５年９月２７日（県の動き）９月補正予算成立（第２期分）

・令和５年１１月２日（国の動き）「デフレ完全脱却のための総合経済対策」閣議決定

・令和５年１１月８日（国の動き）経済産業省資源エネルギー庁資源・燃料部燃料流通政策室「地方

創生臨時交付金を活用したＬＰガス料金支援継続のお願い」

・令和５年１１月１０日（全国の動き）全国ＬＰガス協会「ＬＰガス料金上昇抑制に向けた地方創生

臨時交付金の活用の働き掛けについて」（お願い）

２．第１期（令和５年４月から９月使用分）の実施状況

・交付申請   ２２６事業所（後に１事業所辞退）

・交付決定   ５９６,３２９戸  １,０６８,７６７,４９３円（１１月９日時点）

・値引き額   ６ヶ月間で最大１,８００円

・概算払い   １１月中旬（一部遅れあり）

・精算支払い １２月上旬から中旬の見込み（一部遅れあり）

３．第２期（令和５年１０月から１２月使用分）

・交付申請   １２月１１日（月）～１２月１８日（月）

・値引き額   ３ヶ月間で最大９００円

・概算払い申請 令和６年１月

・実績報告   ２月

・精算払い   ３月
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４．第３期（令和６年１月から５月使用分）

・交付申請  令和６年３月中旬

・値引き額  ５ヶ月間で最大１,３５０円

・概算払い申請 令和６年６月

・実績報告   ７月

・精算払い   ８月

５．第１期を終えての会員からの意見（第２期・第３期説明会にて）

（検討）

・県から概算払いが遅い

・県から精算払いが遅い

・資金繰り（借入、利息の支払い）が大変で有り負担が大きい（３ヶ月単位が良いのではないか）

・値引き対象件数一戸当たりの協力金５０円では足りない

（第２期は値引き額一戸当たり５０円・第３期から最低金額１６，５００円（税込み））

・仕分けが大変である

・入力業務が大変である

・お客様の為ではあるが出来れば実施したくない

・協力金は値引き対象戸数ではなく、実際のメーター戸数でお願いしたい。（仕分け作業は一緒の為）

・一般消費者から何の値引きか、または金額が安いので間違いではないか…等の問い合せが多く、業

務に支障が出たため県民への広報を増やしていただきたい

・その他意見

デフレ完全脱却が目的で有れば、ＬＰ・都市ガス・電力への直接還元ではなく、全体に使える内容、

または消費税の一部撤廃など根本的な対策を望む

（評価）

・お客様からから喜んでいただいた

・お客様から今後も継続して頂きたい旨話が合った。

６．元々ＬＰガス業界が望んで取組んだ支援事業ではありますが、一部の事業所からは大変だったとの

意見が寄せられております。

今後、沖縄県から第４期以降のＬＰガス料金高騰支援事業の実施要請があった場合、継続してＬＰ

ガス業界で対応することが可能かどうか、または希望した事業所の交付申請だけで良いのか、その

他プレミア商品券などの方法が取れるのか、本委員会で協議いただきたいと考えております。沖縄

県にプレミア商品券について尋ねたところ、産業政策課からは手が離れるのでＬＰガスの還元に

繋がるかどうかは不明との回答を頂いております。
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沖高保第５－６７号                        

令和５年１０月２６日

関 係 各 位

（一社）沖縄県高圧ガス保安協会

ＬＰガス部会部会長 島袋博文

ガス衣類乾燥機設置基準運用解釈の変更について（お知らせ）

標記の件について、ガス衣類乾燥機設置基準の運用解釈が下記のとおり変更されました

のでお知らせ致します。詳しくは、「ガス機器の設置基準及び実務指針（通称 黒本）第９

次改訂版」（令和 4年 12月 28 日第 9版改訂）等でご確認下さいますようお願い致します。

記

【移動設置形機器としての取扱い（ガス消費量が 5.8kW 以下のものに適用）】

・これまでガス衣類乾燥機は、排湿管を固定して使用する場合、常設形ガス機器（固定式）

として取扱っておりましたが、今回の運用解釈の変更では、主に洗濯機の上に設置されて

おりますが、それらの維持管理のために移動することもあるため、機器を専用台に固定し

た場合や、排湿管を固定して使用する場合においても、移動設置形ガス機器として扱うこ

とになったものです。

※ガス衣類乾燥機第 9次改訂版抜粋

ガス消費量が 5.8kW 以下のものに適用

（5.8kW を超えるものは「業務用」）

① 移動設置形ガス機器として扱う。

② 開放式ガス機器として扱う。

③ 排湿管を固定した場合

⇒ 設置工事説明書等に指定された部材を

使用して適切に施工

④ 隠ぺい部に排湿管を設置した場合

⇒ 設置工事説明書等に指定された部材を使用して適切に施工

⑤ 設置形態に合わせた換気口や給気口が必要

以上

（本件問合せ先） 協会事務局  電話０９８－８５８－９５６２
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沖高保発第５－８２号
令和５年１１月１５日

ＬＰガス販売事業者各位

（一社）沖縄県高圧ガス保安協会
                        会長 與 儀 盛 輝

（公 印 省 略）

空き家におけるＬＰガス容器の撤去等について
～事故防止のお願い～

平素は、当協会の自主保安活動にご理解とご協力を賜り誠に感謝申し上げます。

さて、沖縄県内における LP ガス事故で、長期間空き家に放置されたままのＬＰガス容

器が盗難される事故（統計上はその他事故）が発生しております。

また、過去には同様に長期間放置されたＬＰガス容器の底部が腐食し、ＬＰガスが液状

で漏えいする事故が発生しております。幸いにも、二次災害には至りませんでしたが着火

減が有れば、大惨事となる事故でした。

各ＬＰガス販売事業者におかれましては、供給先が一時的にでも空き家となった場合は、

速やかに下記の対応を行って頂きますようお願い致します。

記

（供給先が空き家になった場合）

① ＬＰガス容器を速やかに撤去（空ビンも含め設置しない）

② ガスメータの閉栓

③ ガスメータ等にＬＰガス販売事業者連絡先の表示

④ 保安機関への連絡

⑤ その他必要な事項

※本件のお問合せ 協会事務局 業務課 TEL 098-858-9562
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沖高保発第５－８３号
令和５年１１月１７日

保安機関認定事業者各位
ＬＰガス販売事業者各位

（一社）沖縄県高圧ガス保安協会
                        会長 與 儀 盛 輝

（公 印 省 略）

保安機関有効期間の確認及び期限管理の徹底について
（お 願 い）

平素は、当協会の自主保安活動にご理解とご協力を賜り誠に感謝申し上げます。

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（以下「液石法」）第２９条に

おいて認定を受けた保安機関は、液石法第３２条及び同法施行令第６条により認定の有効

期間は５年と定められております。しかしながら一部の保安機関において、５年を経過し

ている事例が確認されました。

各保安機関におかれましては、自社の保安機関認定期間の確認を行って頂くと共に期限

管理を徹底して頂きますようお願い致します。

なお、更新する際は、同法施行規則第３４条に基づき、認定の満了する３０日前までに

認定をした行政機関（沖縄県認定の場合は沖縄県知事）あて申請書を提出するようお願い

致します。

また、保安業務を委託しているＬＰガス販売事業者は、同法施行規則第２４条に定める

業務主任者の職務、第７号「法第２７条１項の保安業務の実施及びその結果を確認するこ

と」の一環として、保安機関の認定の有効期間についても確認下さいますようお願い致し

ます。

※本件のお問合せ 協会事務局 業務課 TEL 098-858-9562

資料５－３



                        令和５年１１月１４日

会員事業所  各位

                        (一社)沖縄県高圧ガス保安協会

『テールゲ－トリフタ－特別教育講習会開催について』

【受講希望 アンケ－ト】
みだしの件について、会員事業所から開催の要望がございました『テールゲ－トリフ

タ－特別教育講習会』を県内３会場にて実施を検討しております。希望者が多数の場合、

実技講習を別日に実施するか又は学科のみを実施かを検討する必要があり、急ではござ

いますが、下記の受講希望アンケ－トを１２月１日(金)までにご報告下さいますようお願

い申し上げます。

学科のみを実施することになった場合は、実技講習を各事業所にて 2ｈ行っていただく

必要がございます。その場合は実技講習の内容に

つきましては、周知予定です。

※改正労働安全衛生規則が公布され、令和６年２月１日より、

荷を積み卸す作業を伴うテールゲ－トリフタ－の操作業務

が特別教育の対象として義務化されます。

テ－ルゲ－トリフタ－特別教育講習 受講アンケ－ト

＜６時間講習 学科４h、実技 2ｈ＞ FAX 098-858-9564

事業所名 担当者名

連絡先 ℡           FAX
① 本島地区 ② 宮古地区 ③ 八重山地区

日   時

令和６年１月３０日（火）

（１０時～１７時）

※学科、実技まで含む日程

令和６年１月２２日（月）

（１０時～１７時）

※学科、実技まで含む日程

令和６年１月２４日（水）

（１０時～１７時）

※学科、実技まで含む日程

会場 (学科 )
会場 (実技 )

沖縄産業支援センタ－

未  定

沖縄県宮古事務所

未  定

沖縄県八重山事務所

未  定

受講人数 【  名】 【  名】
【  名】

受 講 料 11,000円(学科及び実技受講費､ﾃｷｽﾄ代､受講証明費､消費税込み)

※学科のみ開催の場合の受講料は 8,800円 2h短縮になります。

※問い合わせ 沖縄県高圧ガス保安協会 業務課 島田､与那原 ℡ 098-858-9562
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を
許
さ
な
い
意
識
や
環
境
づ
く
り
、
不
動
産
オ
ー
ナ
ー
や

不
動
産
関
係
事
業
者
、
住
建
メ
ー
カ
ー
に
に
対
す
る
周
知
や
、
関
係
機
関
と
連
携
し
た
取
組
強
化
等
、
様
々
な

ご
意
見
を
い
た
だ
い
た
。

⚫
本
日
は
、
こ
れ
ら
の
意
見
も
踏
ま
え
つ
つ
、
年
内
目
途
の
W
G
報
告
書
と
り
ま
と
め
に
向
け
、
以
下
の
点
に
つ
い
て
ご

議
論
・ご
確
認
い
た
だ
き
た
い
。

①
実
効
性
確
保
策
の
具
体
的
な
内
容

②
今
回
の
制
度
見
直
し
内
容
の
詳
細

③
上
記
を
含
め
、
W
G
と
り
ま
と
め
に
盛
り
込
む
べ
き
事
項
（
望
ま
し
い
取
組
、
留
意
点
等
）

過
大
な
営
業
行
為
の
制
限

三
部
料
金
制
の
徹
底

Ｌ
Ｐ
ガ
ス
料
金
等
の
情
報
提
供

前
回
W
G
で
提
示
し
た
見
直
し
の
方
向
性

①
実
効
性
確
保
策
の
具
体
化

②
制
度
見
直
し
内
容
の
詳
細

③
W
G
と
り
ま
と
め
報
告
書

に
盛
り
込
む
べ
き
事
項

＜
本
日
の
議
論
＞



改
正
法
令
施
行
前

改
正
法
令
施
行
後

効
果
検
証

過
大
な
営
業

行
為
の
制
限

⚫
国
に
よ
る
取
り
締
ま
り
を
強
化
し
、
違
反
が

あ
っ
た
場
合
は
登
録
取
消
し
、
罰
金
等

◆
監
視
・
通
報
体
制
の
整
備

◆
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
事
業
者
に
対
す
る
フ
ォ
ロ
ー

ア
ッ
プ
調
査

⚫
違
反
の
疑
い
が
あ
っ
た
場
合
は
立
入
検
査

三
部
料
金
制
の

徹
底

⚫
積
極
的
に
三
部
料
金
制
の
徹
底
を

促
す
体
制
を
構
築
（
※
２
）

⚫
国
に
よ
る
取
り
締
ま
り
を
強
化
し
、
違
反
が

あ
っ
た
場
合
は
登
録
取
消
し
、
罰
金
等

⚫
通
常
の
立
入
検
査
時
に
実
施
状
況
を
確

認

Ｌ
Ｐ
ガ
ス
料
金

等
の
情
報
提
供

そ
の
他

⚫
関
係
省
庁
（
国
土
交
通
省
、
消
費
者
庁
、
公
正
取
引
委
員
会
等
）
と
の
連
携

⚫
消
費
者
委
員
会
に
お
い
て
本

W
G
に
お
け
る
取
組
状
況
を
報
告

⚫
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
地
方
懇
談
会
（
消
費
者
団
体
、
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
事
業
者
、
関
連
団
体
、
行
政
、
学
識
経
験
者
が
一
堂
に
会
し
意
見
交

換
等
を
行
う
こ
と
で
、
相
互
理
解
を
深
め
る
会
議
体
。
毎
年
全
国
９
ブ
ロ
ッ
ク
で
開
催
。
）
を
活
用
し
た
機
運
の
醸
成

※
１

制
度
遵
守
に
係
る
自
己
適
合
宣
言
：
各
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
事
業
者
自
ら
が
改
正
制
度
を
遵
守
す
る
こ
と
を
宣
言
し
、
そ
れ
を
エ
ネ
庁
が
集
約
し
Ｈ
Ｐ
で
公
表
す
る
こ
と
で
、
消
費
者
が
宣
言
済
み
の
事

業
者
で
あ
る
か
ど
う
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
見
え
る
化

※
２

積
極
的
に
三
部
料
金
制
の
徹
底
を
促
す
体
制
を
構
築
：
大
手
事
業
者
を
は
じ
め
、
改
正
制
度
の
施
行
を
待
た
ず
早
期
に
対
応
で
き
る
事
業
者
に
対
し
て
、
三
部
料
金
制
へ
の
移
行
を
促
す

改
正
法
令
施
行
前

【参
考
】
改
正
法
令
の
実
効
性
確
保
の
た
め
の
方
策
案
（
第
6
回
W
G
資
料
か
ら
抜
粋
）

2

⚫
制
度
遵
守
に
係
る
自
己
適
合

宣
言
（
※
１
）

⚫
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
事
業
者
・
不
動
産
事

業
者
へ
の
制
度
改
正
の
周
知

⚫
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
事
業
者
に
対
す
る
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
調
査

（
三
部
料
金
制
の
適
用
割
合
の
公
表
を
検
討
）

⚫
本

W
G
で
の
検
証

（
年
１
～
２
回
）

⚫
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
事
業
者
・不

動
産
事
業
者
に
対
す
る
継
続
的
な
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
調
査

⚫
通
常
の
立
入
検
査
時
に
実
施
状
況
を
確
認

改
正
法
令
施
行
後

効
果
検
証

エ
ネ
庁
Ｈ
Ｐ
に
投
稿
フ
ォ
ー
ム

（
匿
名
可
）
を
開
設
し
、
得
ら

れ
た
情
報
を
基
に
必
要
に
応
じ

て
取
り
締
ま
り
を
実
施



【参
考
】前
回
W
G
で
の
指
摘
事
項
（
１
）

過
大
な
営
業
行
為

【駆
け
込
み
対
応
な
ど
】

⚫
新
制
度
移
行
を
見
越
し
て
、
現
行
制
度
下
で
既
に
過
大
な
営
業
行
為
に
拍
車
が
か

か
っ
て
い
る
、
と
い
う
問
題
も
起
こ
っ
て
い
る
の
も
事
実
。
大
手
不
動
産
関
係
者
か
ら
露
骨

な
設
備
供
与
も
求
め
ら
れ
て
い
る
実
例
も
あ
る
。
ま
さ
に
追
い
込
み
、
今
の
う
ち
に
駆
け

込
み
で
や
ろ
う
と
い
う
現
実
が
あ
る
と
い
う
こ
と
も
ご
留
意
い
た
だ
き
た
い
。

⚫
賃
貸
集
合
住
宅
の
紹
介
料
等
の
実
態
は
問
題
だ
と
考
え
て
お
り
、
経
営
上
も
負
担
と

な
っ
て
い
る
。
賃
貸
に
つ
い
て
は
こ
う
い
う
無
償
機
器
提
供
等
を
一
切
や
め
よ
う
と
い
う
こ
と

を
、
率
先
し
て
し
っ
か
り
取
り
組
み
た
い
。

⚫
消
費
者
相
談
で
も
、
ア
パ
ー
ト
の
経
営
者
よ
り
「
不
動
産
屋
か
ら
給
湯
器
の
交
換
を

L
P

ガ
ス
屋
に
負
担
し
て
も
ら
え
る
か
ら
ガ
ス
屋
を
変
え
な
い
か
」
と
の
勧
め
。
契
約
書
の
中
に

「
○
年
間
は

L
P
ガ
ス
事
業
者
を
変
更
し
な
い
」
と
い
う
条
件
、
「
今
後
、
値
上
げ
の
可
能

性
が
あ
る
」と
あ
る
が
、
こ
の
事
業
者
は
本
当
に
信
用
し
て
大
丈
夫
か
」と
の
相
談
あ
り
。

【貸
付
配
管
】

⚫
既
存
の
貸
付
配
管
契
約
を
多
くの

L
P
ガ
ス
事
業
者
が
行
っ
て
お
り
、
こ
れ
を
無
効
と
す
る

こ
と
は

L
P
ガ
ス
事
業
全
体
に
大
き
な
影
響
が
あ
る
の
で
慎
重
に
考
え
て
い
た
だ
き
た
い
。

⚫
戸
建
、
特
に
建
売
の
貸
付
配
管
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
原
則
こ
の
貸
付
配
管
と
い
う
慣

行
自
体
を
、
今
後
は
や
め
て
い
く
方
向
で
し
っ
か
り
取
り
組
む
べ
き
。

【関
係
者
へ
の
周
知
】

⚫
L
P
ガ
ス
事
業
者
へ
の
周
知
徹
底
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
国
土
交
通
省
で
も
オ
ー
ナ
ー
や
不

動
産
管
理
会
社
や
住
建
メ
ー
カ
ー
に
今
ま
で
の
よ
う
な
商
慣
行
に
よ
る
取
引
は
し
な
い
よ

う
、
液
石
法
へ
の
理
解
も
含
め
た
周
知
を
強
く要

望
。

⚫
制
度
改
正
に
は
、
L
P
ガ
ス
事
業
者
へ
の
周
知
徹
底
は
も
ち
ろ
ん
、
マ
ス
コ
ミ
な
ど
を
通
じ

て
広
く社

会
に
も
知
ら
せ
て
ほ
し
い
。

【制
度
運
用
】

⚫
正
常
な
商
慣
習
に
照
ら
し
て
不
当
な
利
益
と
は
何
か
に
つ
い
て
、
何
が
合
法
で
何
が
違

法
か
と
い
う
線
引
き
が
不
明
瞭
な
ま
ま
で
は
制
度
の
施
行
後
に
混
乱
を
来
す
。

⚫
解
釈
通
達
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
の
記
載
、
ま
た
、
そ
れ
と
表
裏
一
体
を
な
す
業
界
と
し
て
の

販
売
指
針
の
記
載
に
つ
い
て
具
体
的
に
定
量
的
に
記
載
で
き
る
よ
う
、
公
正
取
引
委

員
会
、
消
費
者
庁
な
ど
関
係
省
庁
と
も
調
整
の
上
、
明
示
い
た
だ
き
た
い
。

3

三
部
料
金
制
の
徹
底

⚫
経
過
措
置
３
年
と
い
う
の
は
長
い
。
混
乱
し
な
い
程
度
の
短
期
間
で
行
わ
な
い

と
現
状
が
変
わ
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
の
で
、
い
い
こ
と
は
す
ぐ
に
実
行

し
て
い
く姿

勢
に
期
待
。

⚫
既
存
契
約
で
も
、
猶
予
期
間
な
し
で
三
部
料
金
を
す
ぐ
入
れ
て
設
備
費
を
明

示
し
、
や
が
て
家
賃
に
移
っ
て
い
く
と
い
う
シ
ン
プ
ル
な
や
り
方
に
し
な
い
と
、
抜
け

駆
け
に
道
を
開
くの
で
き
っ
ち
り
や
る
べ
き
。
ど
う
し
て
も
猶
予
期
間
が
必
要
な
ら
ば
、

な
る
べ
く
短
く
し
、
設
備
料
金
を
明
示
し
た
事
業
者
に
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
評

価
し
て
い
くよ
う
な
仕
組
み
が
必
要
。

⚫
経
過
措
置
に
つ
い
て
、
現
行
契
約
が
新
制
度
施
行
時
点
で
破
棄
に
な
っ
て
し
ま

う
と
、
未
償
却
分
の
精
算
と
な
る
こ
と
に
つ
い
て
、
行
政
か
ら
消
費
者
へ
の
周
知

啓
発
、
行
政
か
ら
公
に
発
信
す
る
こ
と
で
無
用
の
混
乱
回
避
を
お
願
い
し
た
い
。

⚫
貸
付
配
管
の
問
題
に
つ
い
て
は
三
部
料
金
を
前
提
と
し
て
い
る
が
、
配
管
は
償

却
に
よ
り
価
値
が
減
る
も
の
で
あ
り
、
精
算
で
も
ト
ラ
ブ
ル
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
こ

の
金
額
を
ど
う
考
え
る
か
議
論
す
べ
き
。

⚫
三
部
料
金
制
に
つ
い
て
、
抜
け
駆
け
が
容
易
に
あ
り
得
る
と
い
う
指
摘
、
例
え
ば

基
本
料
金
の
名
目
で
設
備
の
部
分
に
つ
い
て
別
料
金
の
計
上
を
図
る
と
い
う
動

き
も
出
て
くる
可
能
性
が
あ
る
が
、
基
本
料
金
を
定
義
し
具
体
的
に
グ
リ
ー
ン
リ
ス

ト
、
レ
ッ
ド
リ
ス
ト
と
し
て
明
ら
か
に
す
べ
き
。
そ
し
て
従
量
料
金
の
過
大
な
引
上
げ

を
図
る
動
き
も
ど
う
抑
止
す
る
の
か
検
討
す
べ
き
。



【参
考
】前
回
W
G
で
の
指
摘
事
項
（
２
）

Ｌ
Ｐ
ガ
ス
料
金
等
の
情
報
提
供

⚫
賃
貸
集
合
住
宅
の
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
料
金
に
つ
い
て
、
ほ
と
ん
ど
の
消
費
者
は
料
金
を

確
認
で
き
る
こ
と
を
知
ら
な
い
の
で
、
消
費
者
庁
に
は
賃
貸
物
件
の
契
約
前
の

ガ
ス
料
金
の
確
認
を
周
知
を
し
て
ほ
し
い
。
事
業
者
か
ら
の
情
報
提
供
が
な
い
と
、

不
動
産
仲
介
業
者
も
提
供
で
き
な
い
し
、
消
費
者
は
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
消

費
者
の
選
択
の
機
会
を
し
っ
か
り
確
保
し
て
ほ
し
い
。

⚫
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
の
料
金
等
の
情
報
提
供
に
つ
い
て
は
、
経
済
産
業
省
だ
け
で
な
く
国

土
交
通
省
と
連
携
し
た
検
討
を
期
待
す
る
が
、
Ｌ
Ｐ
事
業
者
に
努
力
義
務
を

課
す
場
合
は
不
動
産
関
係
事
業
者
に
も
同
様
に
協
力
を
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

⚫
集
合
住
宅
の
切
替
え
提
案
時
の
売
込
み
価
格
と
、
高
額
な
機
器
貸
与
を
行

わ
れ
る
が
、
売
込
み
価
格
を
通
常
価
格
と
誤
認
さ
れ
、
安
い
は
ず
の
Ｌ
Ｐ
ガ
ス

の
売
値
が
時
間
の
経
過
と
と
も
に
通
常
価
格
を
大
き
く
超
え
て
高
額
な
貸
与
価

格
と
な
り
問
題
に
発
展
。
標
準
的
な
料
金
と
比
較
で
き
る
よ
う
、
各
事
業
者
と
も

に
最
も
高
い
料
金
を
公
表
す
べ
き
。

4

実
効
性
確
保
へ
の
取
組

【通
報
フ
ォ
ー
ム
】

⚫
国
の
お
い
て
、
通
報
フ
ォ
ー
ム
を
設
け
る
と
い
う
こ
と
で
、
来
た
も
の
が
き
ち
ん
と
公
表
さ

れ
る
と
い
う
仕
組
み
を
取
っ
て
お
け
ば
、
パ
ニ
ッ
シ
ュ
メ
ン
ト
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
働
く
と
思
う
。

【商
慣
行
見
直
し
に
向
け
た
取
組
宣
言
】※

制
度
遵
守
に
係
る
自
己
適
合
宣
言

⚫
自
己
適
合
宣
言
と
い
う
の
は
す
ご
く
い
い
こ
と
で
期
待
す
る
。
こ
う
し
ま
す
と
い
う
ふ
う
に

競
い
合
っ
て
自
主
的
に
宣
言
し
て
い
く
、
そ
れ
を
評
価
す
る
仕
組
み
を
つ
く
っ
て
い
け
れ

ば
い
い
。

⚫
事
業
者
に
は
今
回
の
制
度
改
正
に
対
す
る
受
け
止
め
を
し
っ
か
り
表
明
し
て
い
た
だ

き
た
い
。
抜
け
駆
け
を
許
さ
な
い
、
し
っ
か
り
と
法
令
遵
守
す
る
環
境
を
つ
く
る
に
は
、

業
界
の
意
識
改
革
が
必
要
。
事
業
者
に
は
制
度
遵
守
に
か
か
る
自
己
適
合
宣
言

を
し
て
も
ら
い
見
え
る
化
を
す
る
、
大
手
事
業
者
か
ら
率
先
し
て
宣
言
い
た
だ
き
た
い
。

【モ
ニ
タ
リ
ン
グ
】

⚫
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
と
し
て
、
地
方
の

L
P
ガ
ス
懇
談
会
に
お
い
て
の
進
捗
確
認
、
こ
の

W
G

で
の
検
証
も
引
き
続
き
し
っ
か
り
と
行
っ
て
ほ
し
い
。

⚫
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
に
つ
い
て
、
制
度
遵
守
に
係
る
自
己
適
合
宣
言
も
、
具
体
的
に
何
が

ア
ウ
ト
と
い
う
基
準
が
な
い
と
骨
抜
き
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
監
視
・
通
報
体
制
整
備

に
つ
い
て
も
、
こ
こ
ま
で
は
セ
ー
フ
で
こ
こ
か
ら
は
ア
ウ
ト
と
い
う
線
引
き
が
な
い
と
う
ま
く
い

か
な
い
の
で
は
な
い
か
。

【関
係
省
庁
に
よ
る
取
組
】

⚫
実
効
性
を
確
保
す
る
た
め
に
も
、
公
正
取
引
委
員
会
に
対
し
て
は
、

L
P
ガ
ス
販
売

実
態
調
査
の
再
調
査
を
要
望
す
る
。

【制
度
運
用
】

⚫
実
効
性
確
保
に
は
チ
ェ
ッ
ク
の
仕
組
み
づ
くり
が
必
要
。
立
入
検
査
に
お
け
る
料
金
表

示
や
情
報
提
供
な
ど
の
確
認
項
目
の
追
加
、
立
入
検
査
の
実
施
機
関
に
お
け
る
今

回
の
制
度
改
正
の
背
景
や
消
費
者
保
護
の
観
点
で
の
理
解
を
深
め
る
必
要
が
あ
り
、

研
修
等
を
実
施
す
べ
き
。



不
動
産
事
業
者
の
動
き

⚫
オ
ー
ナ
ー
か
ら
、
ガ
ス
供
給
契
約
更
新
の
条
件
と
し
て
、
給
湯
器
、
ガ
ス
コ
ン
ロ
、
エ
ア
コ
ン
、
ド
ア
フ
ォ
ン
全
て
の
メ
ン
テ

ナ
ン
ス
フ
リ
ー
及
び
紹
介
料
の
支
払
い
を
提
示
さ
れ
る
。
断
っ
た
と
こ
ろ
他
社
に
切
替
え
ら
れ
た

⚫
不
動
産
管
理
会
社
が
、
「
ガ
ス
会
社
切
替
え
を
利
用
し
、
エ
ア
コ
ン
も
無
料
で
新
品
に
取
り
換
え
」
等
と
記
載
さ
れ

た
チ
ラ
シ
に
よ
り
、
賃
貸
集
合
住
宅
の
管
理
を
自
社
に
変
更
す
る
よ
う
オ
ー
ナ
ー
に
ア
ピ
ー
ル
。
そ
の
裏
で
L
P
ガ
ス
事

業
者
が
エ
ア
コ
ン
の
無
償
交
換
に
応
じ
る
よ
う
強
い
ら
れ
て
い
る

第
6
回
W
G
後
に
L
P
ガ
ス
事
業
者
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
声

L
P
ガ
ス
事
業
者
に
よ
る
営
業
行
為

⚫
大
手

L
P
ガ
ス
事
業
者
が
、
オ
ー
ナ
ー
に
対
し
て
、
賃
貸
集
合
住
宅
の
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
供
給
を
切
替
え
る
条
件
と
し
て
、
エ
ア

コ
ン
設
置
、
T
V
モ
ニ
タ
ー
ホ
ン
へ
の
交
換
、
L
E
D
照
明
器
具
の
交
換
、
シ
ャ
ワ
ー
ト
イ
レ
の
設
置
、
給
湯
器
・
調
理

器
具
の
交
換
を
行
う
と
提
案
し
て
い
る

⚫
大
手

L
P
ガ
ス
事
業
者
が
、
オ
ー
ナ
ー
に
対
し
て
、
賃
貸
集
合
住
宅
の
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
供
給
を
切
替
え
る
条
件
と
し
て
、
給

湯
器
、
エ
ア
コ
ン
、
ド
ア
フ
ォ
ン
、
ウ
ォ
シ
ュ
レ
ッ
ト
全
て
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
フ
リ
ー
に
加
え
て
、
L
P
ガ
ス
の
容
器
置
き
場
の

賃
借
料
や
、
切
替
え
手
数
料
を
支
払
う
と
提
案
し
て
い
る

5

⚫
第

6
回

W
G
や

L
P
ガ
ス
地
方
懇
談
会
で
は
、
制
度
改
正
前
の
駆
け
込
み
へ
の
対
応
に
つ
い
て
懸
念
す
る
声
が
寄
せ

ら
れ
た
。
例
え
ば
、
以
下
の
よ
う
な
声
が

L
P
ガ
ス
事
業
者
か
ら
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。



6

⚫
第

6
回

W
G
や
そ
の
後
の
意
見
交
換
で
指
摘
の
あ
っ
た
、
改
正
法
令
の
施
行
前
の
抜
け
駆
け
懸
念
等
の
声
を
踏

ま
え
、
改
正
法
令
の
施
行
を
待
た
ず
、
「通
報
フ
ォ
ー
ム
」を
早
期
に
開
設
す
る
。
※
年
内
開
設
に
向
け
て
準
備
中
。

⚫
通
報
フ
ォ
ー
ム
に
寄
せ
ら
れ
た
情
報
の
取
扱
い
は
、
以
下
の
と
お
り
。

実
効
性
確
保
策
の
具
体
化
（
１
）
（
監
視
・
通
報
体
制
の
整
備
①
）

※
情
報
提
供
者
が
不
利
益
を
被
る
こ
と
が
な
い
よ
う
情
報
管
理
を
徹
底
。

✓
通
報
フ
ォ
ー
ム
に
寄
せ
ら
れ
た
個
別
事
案
の
情
報
に
関
し
て
は
、
情
報
提
供
者
の
利
益
が
害
さ
れ
な
い
よ
う
取
り
扱
う
。

例
え
ば
、
個
別
事
案
処
理
に
あ
た
っ
て
当
事
者
に
照
会
す
る
場
合
、
事
案
に
よ
っ
て
は
情
報
提
供
者
が
特
定
さ
れ
、
そ
の
後
の
取

引
関
係
等
に
影
響
す
る
お
そ
れ
も
あ
る
。
こ
の
た
め
、
当
事
者
に
照
会
す
る
際
に
は
、
事
前
に
情
報
提
供
者
の
了
解
を
得
た
上
で

行
う
な
ど
、
情
報
提
供
者
の
利
益
に
十
分
配
慮
す
る
。

✓
通
報
フ
ォ
ー
ム
に
提
供
さ
れ
た
情
報
提
供
者
の
企
業
名
又
は
個
人
名
、
電
話
番
号
及
び
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
等
は
、
提
供
い
た
だ

い
た
情
報
の
内
容
に
不
明
な
点
が
あ
っ
た
場
合
等
の
連
絡
の
た
め
に
使
用
し
、
情
報
提
供
者
の
承
諾
を
得
な
い
限
り
、
第
三
者

に
共
有
し
な
い
。

①
液
石
法
違
反
の
取
り
締
ま
り

②
関
係
省
庁
へ
の
共
有

③
政
策
立
案
へ
の
活
用

通
報
情
報
を
端
緒
と
し
て
、
任
意
ヒ
ア
リ
ン
グ
や
、
液
石
法
に
基
づ
く
報
告
徴
収
や
立
入
検
査
等
を
行
う
。

必
要
に
応
じ
て
関
係
省
庁
に
情
報
共
有
を
行
い
、
連
携
し
た
対
応
に
つ
な
げ
る
。

※
他
省
庁
へ
の
情
報
提
供
の
可
否
に
つ
い
て
は
事
前
に
通
報
フ
ォ
ー
ム
に
確
認
項
目
を
設
定
。

通
報
情
報
を
集
約
・
構
造
化
し
た
上
で
、
W

G
等
の
場
に
提
示
し
、
制
度
改
正
後
の
市
場
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
に
活

用
す
る
と
と
も
に
、
今
後
の
制
度
改
正
や
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
改
訂
等
の
政
策
立
案
に
活
か
す
。



実
効
性
確
保
策
の
具
体
化
（
１
）
（
監
視
・
通
報
体
制
の
整
備
②
）

7

【
事
業
者
情
報
に
つ
い
て
】

・
通
報
情
報
か
ら
、
事
業
者
の
具
体
名
、
不
当

な
取
引
の
疑
い
の
あ
る
行
為
の
詳
細
（
日

時
や
行
為
が
行
わ
れ
た
と
い
う
フ
ァ
ク
ト
）
等

が
わ
か
る
よ
う
に
、
情
報
提
供
内
容
の
具
体

的
な
項
目
例
を
記
載
。

【
関
係
省
庁
へ
の
情
報
提
供
の
可
否
】

・
他
省
庁
へ
の
情
報
提
供
を
行
え
る
よ
う
、
他

省
庁
へ
の
情
報
提
供
の
可
否
項
目
を
設
定
。

【
情
報
提
供
者
に
つ
い
て
】

・
匿
名
で
の
情
報
提
供
も
可
能
。

・
情
報
提
供
者
の
属
性
も
問
わ
な
い
。

・
通
報
情
報
の
み
で
は
事
業
者
の
具
体
名
や

違
反
の
疑
い
の
あ
る
行
為
の
詳
細
が
わ
か
ら

な
い
場
合
、
情
報
提
供
者
に
確
認
で
き
る
よ

う
、
連
絡
先
の
記
載
項
目
を
設
定
。



今
後
実
施
予
定
の
取
組

前
回
W
G
後
に
実
施
済
み
の
取
組

実
効
性
確
保
策
の
具
体
化
（
２
）
（
関
係
省
庁
と
の
連
携
）

8

⚫
第

6
回

W
G
で
は
、
改
正
法
令
の
実
効
性
を
確
保
し
て
い
く
上
で
は
、
不
動
産
業
界
等
関
係
者
に
よ
る
対
応
も
必

要
で
あ
る
と
し
て
、
国
土
交
通
省
を
は
じ
め
と
し
た
関
係
省
庁
と
の
連
携
が
必
要
と
の
指
摘
が
多
数
な
さ
れ
た
。

⚫
前
回

W
G
後
、
国
土
交
通
省
の
協
力
の
下
、
不
動
産
関
係
団
体
向
け
の
説
明
会
を
順
次
実
施
し
、
商
慣
行
是

正
に
向
け
た
協
力
を
要
請
。
引
き
続
き
、
関
係
省
庁
と
連
携
し
た
取
組
を
進
め
て
い
く
。

国
土
交
通
省
と
の
連
携

消
費
者
庁
と
の
連
携

国
土
交
通
省
と
の
連
携


無
償
貸
与
等
の
商
慣
行
は
、
不
動
産
業
界
と
消
費
者
と
の
信
頼

関
係
に
も
関
わ
る
問
題
に
な
り
え
る
こ
と
も
踏
ま
え
、

L
P
ガ
ス
分
野
に

お
け
る
制
度
改
正
の
内
容
に
つ
い
て
、
公
布
後
、
そ
の
施
行
を
待
た

ず
に
な
る
べ
く
早
く
、
不
動
産
関
係
団
体
向
け
に
文
書
を
発
出
し
、

周
知
徹
底
を
図
り
、
適
切
な
対
応
を
促
す
。


転
居
等
で
新
た
な

L
P
ガ
ス
供
給
契
約
が
増
え
る

3
月
よ
り
前
の

2
0
2
4
年

2
月
頃
、
賃
貸
集
合
住
宅
の
入
居
希
望
者
へ
の

L
P
ガ
ス

料
金
の
情
報
提
供
を
徹
底
す
る
た
め
、
所
管
団
体
向
け
に
再
周
知

を
図
る
。


1
1
月

1
3
日
、
（
公
財
）
日
本
賃
貸
住
宅

管
理
協
会
の
運
営
協
議
会
に
て
説
明
会
を

開
催
し
、
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
か
ら
、
無
償

貸
与
等
の

L
P
ガ
ス
を
巡
る
課
題
や
そ
れ
を

踏
ま
え
た
制
度
改
正
案
の
概
要
に
つ
い
て

説
明
。


1
1
月

1
5
日
、
（
公
社
）
全
国
賃
貸
住
宅

経
営
者
協
会
連
合
会
の
理
事
会
に
て
、
事

務
局
か
ら
制
度
改
正
案
の
概
要
を
説
明
。


所
管
団
体
の
会
議
や
イ
ベ
ン
ト
で
、
国
交
省

か
ら
制
度
改
正
の
検
討
状
況
を
説
明
。

・
住
ま
い
・
建
築
・不

動
産
の
総
合
展
（

1
1
/2
）

・
日
管
協
フ
ォ
ー
ラ
ム
（

1
1
/1

4
）


2
0
2
4
年
春
頃
、
事
業
者
に
対
し
て
、
消
費
者
に
わ
か
り
や
す
い
説

明
を
行
う
よ
う
要
請
す
る
文
書
を
発
出
。


2
0
2
4
年
春
頃
、
消
費
者
に
対
し
て
、
契
約
に
当
た
っ
て
は
契
約
内

容
を
十
分
に
理
解
し
た
上
で
契
約
す
る
よ
う
周
知
啓
発
。



【参
考
】
関
係
者
に
期
待
さ
れ
る
取
組
（
第
6
回
W
G
に
お
け
る
指
摘
事
項
）

9

第
6
回
液
石

W
G

(2
0
2
3
.7

.2
4
）

浦
郷
元
委
員
提
出
資
料
か
ら
抜
粋
・
一
部
修
正

資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁

・制
度
改
正
の
周
知
徹
底

⇒
事
業
者
に
は
も
ち
ろ
ん
、
マ
ス
コ
ミ
を
通
じ
て
社
会
に
も
広
く
知
ら
せ
る

・改
正
に
伴
う
監
督
行
政
の
「検
査
」項
目
の
見
直
し
、
及
び
執
行
機
関
に
対
す
る

教
育
研
修
の
実
施

⇒
検
査
項
目
へ
の
料
金
表
示
、
情
報
提
供
な
ど
の
追
加
、
改
正
に
至
る
背
景

を
含
め
消
費
者
保
護
の
観
点
で
の
教
育

・フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
と
し
て
、
W
G
の
継
続
、
地
方
の
LP
ガ
ス
懇
談
会
で
の
進
捗
確
認

・関
係
省
庁
（国
交
省
、
公
取
委
、
消
費
者
庁
、
消
費
者
委
員
会
）と
の
連
携
を

し
っ
か
り
図
る
こ
と

国
土
交
通
省

・再
度
、
経
産
省
と
連
携
し
、
賃
貸
物
件
に
お
け
る
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
料
金
の
情
報
提
供
を

依
頼
す
る
通
知
を
周
知
徹
底
す
る
こ
と

⇒
料
金
情
報
が
な
い
と
き
は
、
オ
ー
ナ
ー
・管
理
会
社
・仲
介
業
者
か
ら

Ｌ
Ｐ
ガ
ス
事
業
者
へ
情
報
提
供
を
求
め
る
よ
う
お
願
い
し
た
い

・今
ま
で
の
商
慣
行
に
よ
る
取
引
（無
償
貸
与
）は
し
な
い
よ
う
周
知
に
努
め
る

⇒
施
行
規
則
改
正
に
よ
り
、
違
反
し
た
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
事
業
者
に
は
罰
則
も
あ
る

オ
ー
ナ
ー
・管
理
会
社
へ
は
液
石
法
へ
の
理
解
も
含
め
周
知

・フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
も
経
産
省
と
連
携
し
て
継
続
し
て
行
う
こ
と

公
正
取
引
委
員
会

・
事
業
者
間
の
商
慣
行
が
過
剰
な
状
況
と
な
り
、
結
果
的
に
消
費
者
に
不
利
益
が
も
た
ら

さ
れ
る
。
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
販
売
実
態
調
査
の
再
調
査
を
要
望
す
る

消
費
者
委
員
会

・エ
ネ
庁
か
ら
最
終
報
告
を
す
る
場
を
設
け
て
ほ
し
い
。

そ
の
際
、
国
交
省
・公
取
委
・消
費
者
庁
に
、
参
加
と
今
後
の
対
応
に
つ
い
て
の

受
け
止
め
の
報
告
も
お
願
い
し
た
い

Ｌ
Ｐ
ガ
ス
事
業
者
（業
界
団
体
）

・賃
貸
集
合
住
宅
の
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
料
金
の
情
報
提
供
の
徹
底

・制
度
遵
守
の
宣
言
（自
主
適
合
宣
言
）

抜
け
駆
け
を
許
さ
な
い
環
境
を
作
る
に
は
業
界
の
意
識
改
革
が
必
要
！

地
域
に
根
差
し
消
費
者
に
支
持
さ
れ
選
ば
れ
る
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
業
界
と
な
る

た
め
の
ビ
ジ
ョ
ン
を
示
し
て
ほ
し
い

・業
界
全
体
で
進
捗
状
況
の
確
認
、
報
告

消
費
者
団
体

・Ｌ
Ｐ
ガ
ス
料
金
の
課
題
の
共
有

⇒
ま
ず
は
消
費
者
団
体
の
中
で
共
有
し
、
各
地
で
行
わ
れ
る
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
懇
談
会

に
問
題
意
識
を
持
っ
て
臨
み
、
消
費
者
の
不
利
益
が
是
正
さ
れ
て
い
る
か

チ
ェ
ッ
ク
す
る

・調
査
活
動
の
継
続

⇒
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
料
金
の
問
題
が
こ
こ
ま
で
解
決
の
方
向
に
動
い
た
の
は
、

北
海
道
や
神
奈
川
の
消
費
者
団
体
の
地
道
な
調
査
活
動
の
成
果

さ
ら
に
広
く
多
く
の
団
体
が
取
り
組
め
る
よ
う
支
援
す
る

・マ
ス
コ
ミ
へ
の
働
き
か
け

消
費
者
庁

・消
費
者
に
対
し
、
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
料
金
に
関
す
る
情
報
発
信

⇒
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
利
用
の
賃
貸
集
合
住
宅
で
は
契
約
前
に
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
料
金
の
確
認

を
！

消
費
生
活
相
談
窓
口
で
の
相
談
（被
害
）事
例
の
共
有
、
注
意
喚
起

・顧
客
確
保
の
勧
誘
方
法
に
も
問
題
が
あ
る
。
特
商
法
違
反
の
行
政
措
置
も
行
わ
れ

て
い
る
が
、
今
後
も
し
っ
か
り
と
目
を
光
ら
せ
て
ほ
し
い



実
効
性
確
保
策
の
具
体
化
（
３
）
（
商
慣
行
見
直
し
に
向
け
た
取
組
宣
言
）

1
0

⚫
第

6
回

W
G
で
は
、
L
P
ガ
ス
事
業
者
に
よ
る
自
主
的
か
つ
積
極
的
な
取
組
を
促
す
観
点
か
ら
、
制
度
遵
守
に
係
る

自
己
適
合
宣
言
と
し
て
、
「各
L
P
ガ
ス
事
業
者
自
ら
が
改
正
制
度
を
遵
守
す
る
こ
と
等
を
宣
言
し
、
そ
れ
を
エ
ネ
庁

が
集
約
し

H
P
で
公
表
す
る
こ
と
で
、
消
費
者
が
宣
言
済
み
の
事
業
者
で
あ
る
か
ど
う
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

見
え
る
化
」す
る
取
組
を
提
示
し
た
。

⚫
具
体
的
な
宣
言
内
容
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
以
下
が
考
え
ら
れ
る
。

①
無
償
貸
与
や
紹
介
料
支
払
い
等
の
利
益
供
与
を
行
わ
な
い
こ
と
の
宣
言

②
上
記
宣
言
内
容
を
実
施
す
る
組
織
体
制
（
社
内
ル
ー
ル
の
整
備
、
研
修
の
実
施
等
）

③
経
営
ト
ッ
プ
や
現
場
担
当
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト

な
ど

⚫
ま
た
、
宣
言
の
名
称
に
つ
い
て
は
、
消
費
者
な
ど
第
三
者
か
ら
み
た
わ
か
り
や
す
さ
の
観
点
か
ら
、
例
え
ば
、
「商
慣
行

見
直
し
に
向
け
た
取
組
宣
言
」、
「消
費
者
を
大
切
に
す
る
経
営
宣
言
」と
し
て

P
R
し
て
い
く
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

※
今
後
の

W
G
に
お
い
て
も
、
わ
か
り
や
す
さ
の
観
点
か
ら
、
「商

慣
行
見
直
し
に
向
け
た
取
組
宣
言
」と
い
う
名
称
を
用
い
る
こ
と
と
し
た
い
。

⚫
な
お
、
宣
言
に
つ
い
て
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
化
を
望
む
声
も
あ
る
も
の
の
、
本
件
は
あ
く
ま
で
自
主
的
な
取
組
を
対
外
的
に
説

明
・
見
え
る
化
を
図
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
化
す
る
と
宣
言
内
容
が
形
骸
化
す
る
お
そ
れ
も
あ
る
。
む
し

ろ
、
各

L
P
ガ
ス
事
業
者
に
お
い
て
、
そ
の
事
業
規
模
や
組
織
体
制
、
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
の
在
り
方
を
踏
ま
え
つ
つ
、
創

意
工
夫
を
凝
ら
し
な
が
ら
対
外
説
明
等
に
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
が
適
切
で
は
な
い
か
。

⚫
ま
た
、
宣
言
に
つ
い
て
は
、
エ
ネ
庁
の

H
P
上
で
公
表
す
る
こ
と
に
加
え
、
公
開
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
等
の
場
に
お
い
て
確
認

す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
各

L
P
ガ
ス
事
業
者
に
よ
る
自
主
取
組
を
後
押
し
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
は
ど
う
か
。



1
1

＜
事
例
１
＞
金
商
法
に
基
づ
く
利
益
相
反
管
理
体
制
の
整
備
と
開
示

＜
事
例
２
＞
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド

•
上
場
企
業
が
行
う
企
業
統
治
（
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
※
）
に
お
い
て
参
照
す
べ
き
原
則
・指

針
を
示
し
た
も
の
。

※
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
は
、
会
社
が
、
株
主
を
は
じ
め
顧
客
・
従
業
員
・地

域
社
会
等
の
立
場
を
踏
ま
え
た
上
で
、
透
明
・
公
正
か
つ
迅
速
・
果
断
な
意
思
決
定
を
行
う
た
め
の
仕
組
み
の
こ
と
。

•
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
コ
ー
ド
で
は
、
原
則
の
み
を
定
め
、
細
部
は
そ
れ
ぞ
れ
の
企
業
に
任
せ
る
と
い
う
考
え
方
を
採
用
。
ま
た
、
上
場
会
社
に
対
し
、
各

原
則
に
つ
い
て
「
コ
ン
プ
ラ
イ
・オ
ア
・
エ
ク
ス
プ
レ
イ
ン
（

c
o
m

p
ly

o
r

e
x
p
la

in
）
」（

原
則
を
遵
守
す
る
旨
の
表
明
、
又
は
、
遵
守
し
な
い
場
合
は
そ
の
理

由
を
説
明
）
を
求
め
て
い
る
。

※
証
券
取
引
所
の
上
場
規
程
に
お
い
て
、
「コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
関
す
る
報
告
書
」の
開
示
を
上
場
会
社
に
義
務
付
け
。

•
金
融
機
関
の
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
多
様
化
や
、
業
態

を
跨
ぐ
形
で
の
国
際
的
な
グ
ル
ー
プ
化
の
進
展
に
伴
い
、

利
益
相
反
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

金
商
法
上
、
証
券
会
社
等
が
自
社
及
び
そ
の
子
金
融

機
関
等
に
お
け
る
適
切
な
利
益
相
反
管
理
体
制
を
整

備
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

•
利
益
相
反
管
理
体
制
は
、
各
証
券
会
社
等
の
業
務
の

内
容
・
特
性
・
規
模
等
に
応
じ
、
ま
ず
は
各
証
券
会
社

等
が
自
ら
整
備
す
べ
き
も
の
と
し
た
上
で
、
規
制
当
局

は
、
以
下
の
点
に
留
意
し
て
監
督
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

➢
利
益
相
反
の
お
そ
れ
の
あ
る
取
引
を
特
定
す
る

た
め
の
体
制
の
整
備
（
取
引
の
類
型
化
、
定
期
的

な
検
証
等
）

➢
利
益
相
反
管
理
の
方
法
（
取
引
実
施
前
の
評

価
・確

認
、
事
後
的
な
検
証
等
）

➢
利
益
相
反
管
理
方
針
の
策
定
及
び
そ
の
概
要

の
公
表

➢
人
的
構
成
及
び
業
務
運
営
体
制

（
出
典
）
大
和
証
券

H
P
（

h
tt

p
s:

//
w

w
w

.d
a
iw

a
.j
p
/p

o
li
c
y
/a

d
v
a
n
ta

g
e
c
o
n
tr

a
ry

.h
tm

l）
よ
り
抜
粋

<
2
. 
及
び

3
．
省
略
＞

https://www.daiwa.jp/policy/advantagecontrary.html


1
2

実
効
性
確
保
策
の
具
体
化
（
４
）
（
公
開
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
実
施
）

⚫
第

6
回

W
G
で
は
、
実
効
性
確
保
策
と
し
て
、

L
P
ガ
ス
事
業
者
等
に
対
す
る
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
調
査
の
実
施
や
、
本

W
G
で
の
検
証
、
L
P
ガ
ス
地
方
懇
談
会
を
活
用
し
た
機
運
の
醸
成
等
を
提
示
し
た
と
こ
ろ
。

⚫
今
後
、
L
P
ガ
ス
事
業
者
に
よ
る
商
慣
行
是
正
に
向
け
た
積
極
的
な
取
組
を
促
し
て
い
く
た
め
に
も
、
規
制
当
局
に

よ
る
取
り
締
ま
り
の
み
な
ら
ず
、
有
識
者
や
消
費
者
等
の
関
係
者
が
、
本

W
G
又
は

L
P
ガ
ス
地
方
懇
談
会
と
い
っ
た

公
開
の
場
で
、
L
P
ガ
ス
事
業
者
の
取
組
等
を
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
し
て
い
く
こ
と
が
有
益
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

⚫
公
開
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
場
で
は
、
例
え
ば
、
以
下
の
よ
う
な
内
容
を
確
認
・
議
論
し
て
い
く
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な

い
か
。

➢
通
報
フ
ォ
ー
ム
に
寄
せ
ら
れ
た
情
報
を
集
約
・
構
造
化
し
た
内
容

➢
「
商
慣
行
見
直
し
に
向
け
た
取
組
宣
言
」
（
制
度
遵
守
に
係
る
自
己
適
合
宣
言
）
の
取
組
状
況

➢
大
手

L
P
ガ
ス
事
業
者
に
よ
る
商
慣
行
是
正
に
向
け
た
取
組
状
況
（
公
開
ヒ
ア
リ
ン
グ
等
）

➢
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
調
査
の
結
果

⇒
確
認
・
議
論
を
通
じ
て
、
L
P
ガ
ス
を
巡
る
取
引
慣
行
改
善
に
つ
な
げ
て
い
く
（
更
な
る
提
言
等
）

公
開
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
に
お
け
る
確
認
・
議
論
事
項
（
案
）



過
大
な
営
業
行
為
の
制
限
に
向
け
た
対
応
（
１
）
（
運
用
面
で
の
対
応
方
針
）

1
3

⚫
第
６
回

W
G
で
は
、
い
わ
ゆ
る
無
償
貸
与
や
過
大
な
紹
介
料
等
の
利
益
供
与
が
、
L
P
ガ
ス
の
消
費
者
に
不
利
益

を
も
た
ら
し
て
い
る
現
状
を
是
正
す
べ
く
、
液
石
法
施
行
規
則
を
改
正
し
、
正
常
な
商
習
慣
を
超
え
た
利
益
供
与

や
、
L
P
ガ
ス
事
業
者
の
切
替
え
を
制
限
す
る
よ
う
な
条
件
を
付
し
た
契
約
締
結
等
を
禁
止
す
る
と
の
対
応
方
針
を

提
示
し
た
（
改
正
法
令
の
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
３
ヶ
月
を
経
過
し
た
日
に
施
行
予
定
）
。

⚫
当
該
見
直
し
内
容
の
実
効
性
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
「
正
常
な
商
慣
習
を
超
え
た
利
益
」
や
「
L
P
ガ
ス
事
業
者
の

切
り
替
え
を
制
限
す
る
よ
う
な
条
件
」
の
内
容
や
解
釈
を
可
能
な
限
り
具
体
化
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
以

下
の
よ
う
に
対
応
す
る
こ
と
と
し
て
は
ど
う
か
。


ど
の
よ
う
な
行
為
や
契
約
条
件
等
が
「
正
常
な
商
慣
習
を
超
え
た
利
益
」
や
「
切
り
替
え
を
制
限
す
る
よ
う
な
条
件
」
に
該
当
し
、
液
石

法
条
の
違
反
行
為
と
な
る
か
に
つ
い
て
は
、
取
引
の
内
容
や
影
響
な
ど
、
様
々
な
要
素
を
総
合
的
に
判
断
す
る
こ
と
に
な
る
と
こ
ろ
、

個
別
判
断
の
蓄
積
が
な
い
現
段
階
に
お
い
て
、
そ
の
内
容
や
解
釈
を
具
体
的
に
示
す
こ
と
は
、
か
え
っ
て
潜
脱
行
為
を
促
し
て
し

ま
う
お
そ
れ
も
あ
る
。


こ
の
た
め
、
ま
ず
は
以
下
の
方
向
で
対
応
し
、
事
例
蓄
積
を
重
ね
た
上
で
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
で
明
確
化
し
て
い
く
。

➢
L
P
ガ
ス
事
業
者
に
お
い
て
は
、
個
々
の
営
業
行
為
に
つ
い
て
、
「
過
大
で
は
な
い
」
、
「
料
金
低
減
に
資
す
る
行
為
で
あ
る
」
、

「
切
り
替
え
を
不
当
に
制
限
す
る
も
の
で
は
な
い
」
な
ど
、
対
外
的
に
、
根
拠
を
持
っ
て
説
明
で
き
、
そ
れ
が
第
三
者
か
ら
妥
当

で
あ
る
と
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
し
て
お
く

➢
規
制
当
局
に
よ
る
立
入
検
査
や
、
第
三
者
に
よ
る
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
等
で
は
、
L
P
ガ
ス
事
業
者
か
ら
上
記
考
え
方
を
聴
取
し
た

上
で
、
そ
の
妥
当
性
/
違
法
性
を
判
断
し
て
い
く

過
大
な
営
業
行
為
の
制
限
に
関
す
る
運
用
面
で
の
対
応
（
案
）



1
4

⚫
制
度
上
は
、
「
過
大
な
」営

業
行
為
を
制
限
し
、
液
石
法
に
基
づ
く
罰
則
の
対
象
に
位
置
づ
け
る
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
こ

う
し
た
制
度
対
応
は

L
P
ガ
ス
を
巡
る
商
慣
行
の
是
正
し
て
い
く
上
で
の
手
段
の
一
つ
。

⚫
本

W
G
に
お
け
る
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
踏
ま
え
る
と
、
今
後
と
り
ま
と
め
予
定
の

W
G
報
告
書
に
お
い
て
は
、
「
望
ま
し
い

取
組
の
方
向
性
」と
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
内
容
を
盛
り
込
む
こ
と
と
し
て
は
ど
う
か
。

過
大
な
営
業
行
為
の
制
限
に
向
け
た
対
応
（
２
）
（
W
G
報
告
書
へ
の
記
載
内
容
）

【
い
わ
ゆ
る
無
償
貸
与
や
紹
介
料
支
払
い
等
の
利
益
供
与
行
為
の
廃
止
】


い
わ
ゆ
る
無
償
貸
与
や
紹
介
料
支
払
い
等
の
利
益
供
与
は
、
消
費
者
が
負
担
す
る

L
P
ガ
ス
料
金
が
不
透
明
な
か
た
ち
で
高
騰
し
、

賃
貸
集
合
住
宅
の
消
費
者
は
料
金
に
不
満
が
あ
っ
て
も
受
け
入
れ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
っ
た
不
利
益
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
状

況
を
是
正
し
、
消
費
者
か
ら
信
頼
さ
れ
る

L
P
ガ
ス
と
な
る
た
め
に
も
、
業
界
全
体
と
し
て
、
長
年
続
い
て
き
た
無
償
貸
与
や
紹
介
料
支

払
い
と
い
っ
た
利
益
供
与
行
為
に
つ
い
て
は
、
過
大
か
ど
う
か
に
拘
わ
ら
ず
、
一
切
行
わ
な
い
方
向
で
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
が
期
待

さ
れ
る
。


な
お
、
無
償
貸
与
等
の
利
益
供
与
行
為
を
抑
止
す
る
策
と
し
て
、

L
P
ガ
ス
料
金
の
最
高
価
格
を
開
示
し
、
当
該
情
報
に
基
づ
き
市

場
全
体
で
監
視
し
て
い
く
案
も
指
摘
す
る
声
も
あ
る
と
こ
ろ
、
標
準
料
金
等
の
開
示
の
本
来
の
目
的
と
整
合
的
か
ど
う
か
も
含
め
、
今

後
検
討
し
て
い
く
。

【
貸
付
配
管
の
将
来
的
な
廃
止
】


い
わ
ゆ
る
「
貸
付
配
管
」
に
つ
い
て
は
、
①

L
P
ガ
ス
事
業
者
の
切
り
替
え
を
抑
制
す
る
こ
と
で
ガ
ス
事
業
者
間
の
競
争
が
制
限
的
と
な
り

、
こ
れ
に
よ
り
消
費
者
に
よ
る

L
P
ガ
ス
料
金
の
選
択
が
制
限
さ
れ
る
、
②
不
透
明
な

L
P
ガ
ス
料
金
に
つ
な
が
っ
て
い
る
、
③
家
主
た
る

消
費
者
と
の
ト
ラ
ブ
ル
の
一
因
と
な
っ
て
い
る
、
と
い
っ
た
課
題
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。
近
年
で
は
、
解
約
時
の
貸
付
配
管
の
精
算
に
つ

い
て
、
家
主
た
る
消
費
者
側
が
支
払
を
拒
否
す
る
こ
と
が
あ
り
、
多
数
の
訴
訟
事
件
も
発
生
し
て
い
る
。


こ
れ
ら
の
課
題
に
つ
い
て
は
、
過
大
な
営
業
行
為
の
制
限
や
、
三
部
料
金
制
の
徹
底
に
よ
る
設
備
費
用
の
明
確
化
と
い
っ
た
今
回
の

制
度
改
正
に
よ
り
、
一
定
の
改
善
も
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
消
費
者
に
よ
る

L
P
ガ
ス
の
選
択
機
会
を
阻
害
す
る
可
能
性
は

あ
り
う
る
こ
と
か
ら
、
業
界
全
体
と
し
て
、
今
後
の
新
規
契
約
に
お
い
て
は
、
貸
付
配
管
は
行
わ
な
い
方
向
で
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
が

期
待
さ
れ
る
。

W
G
報
告
書
へ
の
記
載
（
案
）
（
議
論
の
た
め
の
た
た
き
台
）



1
5

【
参
考
】
ガ
ス
の
小
売
営
業
に
関
す
る
指
針
（
抄
）
（
R
4
.9
.1
6
経
済
産
業
省
）

３
小
売
供
給
契
約
の
内
容
の
適
正
化
の
観
点
か
ら
問
題
と
な
る
行
為
及
び
望
ま
し
い
行
為

（
２
）
小
売
供
給
契
約
の
解
除
に
お
け
る
問
題
と
な
る
行
為
及
び
望
ま
し
い
行
為

ア
問
題
と
な
る
行
為

ⅰ
）
小
売
供
給
契
約
の
解
除
を
著
し
く
制
約
す
る
内
容
の
契
約
条
項
を
設
け
る
こ
と

（
例
）
①
需
要
家
か
ら
の
小
売
供
給
契
約
の
解
除
を
一
切
許
容
し
な
い
期
間
を
設
定
す
る
こ
と

②
小
売
供
給
契
約
の
解
除
に
関
し
て
、
不
当
に
高
額
の
違
約
金
等
を
設
定
す
る
こ
と

③
需
要
家
か
ら
の
申
出
が
な
い
限
り
契
約
期
間
終
了
時
に
契
約
を
自
動
的
に
更
新
す
る
と
い
う
小
売
供
給
契
約
に
お
い

て
、
更
新
を
拒
否
で
き
る
期
間
を
極
め
て
短
い
期
間
に
設
定
す
る
な
ど
に
よ
っ
て
、
需
要
家
が
更
新
を
不
要
と
考
え
た
場
合

に
、
容
易
に
更
新
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
契
約
条
項
を
設
け
る
こ
と

※
電
気
事
業
分
野
の
指
針
で
も
同
様
の
内
容
あ
り
（
「
電
力
の
小
売
営
業
に
関
す
る
指
針
」
p
4
9
参
照
）

【
参
考
】
独
占
禁
止
法
（
抄
）

第
二
条
（
略
）

９
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
不
公
正
な
取
引
方
法
」
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
行
為
を
い
う
。

一
～
五
（
略
）

六
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
行
為
で
あ
っ
て
、
公
正
な
競
争
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も

の
の
う
ち
、
公
正
取
引
委
員
会
が
指
定
す
る
も
の

イ
～
ロ
（
略
）

ハ
不
当
に
競
争
者
の
顧
客
を
自
己
と
取
引
す
る
よ
う
に
誘
引
し
，
ま
た
は
強
制
す
る
こ
と
。

二
～
ヘ
（
略
）

第
十
九
条
事
業
者
は
、
不
公
正
な
取
引
方
法
を
用
い
て
は
な
ら
な
い
。

【
参
考
】
不
公
正
な
取
引
方
法
（
抄
）

（
不
当
な
利
益
に
よ
る
顧
客
誘
引
）

９
正
常
な
商
慣
習
に
照
ら
し
て
不
当
な
利
益
を
も
っ
て
、
競
争
者
の
顧
客
を
自
己
と
取
引
す
る
よ
う
に
誘
引
す
る
こ
と
。



三
部
料
金
制
の
徹
底
に
向
け
た
対
応
方
針
の
一
部
修
正

1
6

⚫
第

6
回

W
G
で
は
、
三
部
料
金
制
の
徹
底
に
向
け
た
対
応
と
し
て
、
「
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
3
年
を
経
過
し
た

日
」か
ら
、
新
規
契
約
・
既
存
契
約
と
も
に
、
新
制
度
に
移
行
す
る
方
針
を
提
示
し
た
。

⚫
他
方
、
早
期
施
行
す
べ
き
と
の
指
摘
や
、
既
存
契
約
に
関
し
て
投
資
回
収
等
の
観
点
か
ら
課
題
を
指
摘
す
る
声
も

あ
っ
た
と
こ
ろ
、
法
制
的
に
検
討
し
た
結
果
、
下
記
の
と
お
り
、
修
正
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

①
施
行
時
点
に
お
け
る
「
既
存
契
約
」
に
つ
い
て
は
、
投
資
回
収
へ
の
影
響
等
を
鑑
み
、
設
備
費
用
の
計
上
自
体

は
禁
止
せ
ず
、
設
備
費
用
の
外
出
し
表
示
（
内
訳
表
示
の
詳
細
化
）
を
求
め
る
こ
と
で
、
L
P
ガ
ス
料
金
の
透

明
性
を
確
保
す
る
。
そ
の
上
で
、
新
制
度
へ
の
早
期
移
行
を
促
し
て
い
く
。

※
施
行
後
の
新
規
契
約
（
契
約
更
新
含
む
）
に
お
け
る
設
備
費
用
の
計
上
に
つ
い
て
は
、
当
初
案
の
と
お
り
。

②
上
記
対
応
に
伴
い
、
三
部
料
金
制
に
係
る
見
直
し
の
施
行
時
期
を
「公
布
の
日
か
ら
1
年
後
」に
前
倒
す
。

新
規
契
約
（
契
約
更
新
含
む
）

既
存
契
約

①
ガ
ス
契
約
に
係
る
料
金
は
、
基
本
料
金
、
従
量
料
金
及
び
設
備
料
金
と
し
、
消
費
者
に
対
し
て
こ
れ
ら
の
料
金
を
請
求
す
る
と
き
は
、
算
定
根
拠

を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
設
備
費
用
の
外
出
し
）

②
設
備
料
金
と
し
て
、
配
管
及
び
ガ
ス
器
具
等
ガ
ス
を
消
費
す
る
場
合
に
用
い
ら
れ
る
も
の
の
利
用
に
係
る
料
金

以
外
を
請
求
し
て
は
な
ら
な
い
（
電
気
エ
ア
コ
ン
等
の
ガ
ス
消
費
と
関
係
の
な
い
設
備
費
用
の
計
上
禁
止
）

・
ま
ず
は
、
設
備
費
用
の
外
出

し
表
示
（
内
訳
表
示
の
詳

細
化
）
を
求
め
、
料
金
の
透

明
性
を
確
保
。

・
そ
の
上
で
、
新
制
度
へ
の
早

期
移
行
を
促
し
て
い
く。

③
例
え
ば
集
合
賃
貸
住
宅
に
お
い
て
、
消
費
者
に
ガ
ス
料
金
を
請
求
す
る
と
き
は
、
配
管
及
び
ガ
ス
器
具
等
ガ
ス

を
消
費
す
る
場
合
に
用
い
ら
れ
る
も
の
の
利
用
に
係
る
料
金
を
請
求
し
て
は
な
ら
な
い

（
設
備
費
用
の
計
上
禁
止
、
設
備
料
金
は
「該
当
な
し
」と
記
載
）

※
た
だ
し
、
L
P
ガ
ス
事
業
者
と
消
費
者
と
の
間
で
、
個
別
に
警
報
器
、
ス
ト
ー
ブ
な
ど
の
ガ
ス
器
具
の
貸
与
契
約
が
締
結
さ
れ
て
い
る
場
合
を
除
く

改
正
法
令
の
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行

＜
修
正
後
の
制
度
の
概
要
＞



【参
考
】L
P
ガ
ス
地
方
懇
談
会
で
寄
せ
ら
れ
た
意
見
（
消
費
者
意
見
）

過
大
な
営
業
行
為

施
行
ま
で
に
消
費
者
と
し
て
何
が
で
き
る
の
か
、
考
え
て
い
き
た
い
。
消
費

者
と
し
て
、
構
造
を
き
ち
ん
と
理
解
し
て
勉
強
す
る
と
い
う
こ
と
も
大
切
。
【
北

関
東
】
【
南
関
東
】【
中
部
】

今
回
、
地
方
懇
談
会
に
参
加
す
る
に
あ
た
っ
て
無
償
貸
与
・
貸
付
配
管

の
問
題
に
つ
い
て
、
初
め
て
知
っ
た
。
【
北
関
東
】【
南
関
東
】

無
償
貸
与
の
問
題
で
は
、
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
事
業
者
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、
不

動
産
業
界
全
体
の
問
題
で
も
あ
る
と
思
う
。

L
P
ガ
ス
業
界
だ
け
で
は
な
く

関
係
業
界
全
体
で
取
り
組
ん
で
も
ら
い
た
い
。
【共

通
】

過
大
な
営
業
行
為
の
線
引
き
は
ど
う
す
る
の
か
。
ヒ
ア
リ
ン
グ
結
果
と
し
て

無
償
貸
与
と
思
わ
ず
貸
与
し
て
い
た
と
い
う
結
果
も
あ
り
、
過
大
な
営
業

行
為
の
範
囲
が
わ
か
り
に
くい
。
【東

北
】

W
G
で
「
法
律
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
以
外
は
何
が
し
か
工
夫
し
て
す
る

か
も
し
れ
な
い
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
合
い
の
事
業
者
委
員
の
発
言
を
聞
く

限
り
、
業
界
全
体
と
し
て
は
ま
だ
後
ろ
向
き
の
方
が
多
い
の
で
は
な
い
か
と

い
う
と
こ
ろ
を
危
惧
し
て
い
る
。
【南

関
東
】

過
去
の
法
令
改
正
や
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
は
改
善
さ
れ
な
か
っ
た
点
を
反
省
し
、

実
効
性
の
確
保
の
た
め
、
立
検
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
強
化
、
省
庁
間
連
携
、

W
G
の
継
続
開
催
、
世
論
作
り
を
し
て
い
く必

要
が
あ
る
。
【北

海
道
】

無
償
貸
与
・
貸
付
配
管
に
つ
い
て
、
既
存
の
契
約
の
清
算
に
お
い
て
消

費
者
の
立
場
で
は
あ
る
が
、
中
小
事
業
者
が

L
P
ガ
ス
事
業
者
に
は
多
い

と
聞
い
て
お
り
、
事
業
者
に
一
方
的
に
負
担
を
押
し
付
け
る
形
で
の
清
算

で
は
廃
業
し
て
し
ま
う
事
業
者
も
で
て
き
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
し
た

中
小
事
業
者
へ
の
フ
ォ
ロ
ー
も
お
願
い
し
た
い
。
【近

畿
】

1
7

三
部
料
金
制
の
徹
底

経
過
措
置
３
年
に
つ
い
て
、
監
視
フ
ォ
ー
ム
を
早
め
て
経
過
措
置
期
間

内
で
も
駆
け
込
み
が
許
さ
れ
な
い
よ
う
に
し
て
ほ
し
い
。
【
北
海
道
】

法
令
改
正
後
、
い
わ
ゆ
る
抜
け
道
が
あ
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
怖
い
の
で
、

抜
け
道
が
な
い
よ
う
に
し
て
も
ら
い
た
い
。
【南

関
東
】

W
G
の
１
～
３
回
で
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
等
が
制
定
さ
れ
、
二
部
料
金
制
の

料
金
の
表
示
に
つ
い
て
は
透
明
化
が
進
ん
だ
と
評
価
。
し
か
し
、
実
態
は

料
金
の
内
訳
が
、
同
じ
地
域
の
賃
貸
住
宅
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
料

金
に
大
き
な
差
が
あ
る
な
ど
、
取
引
の
適
正
化
と
い
う
点
で
は
疑
問
が
残

る
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
【南

関
東
】

設
備
機
器
経
費
の
上
乗
せ
に
つ
い
て
は
、
消
費
者
契
約
法
上
も
問
題

で
契
約
行
為
と
し
て
は
極
め
て
異
常
。
ガ
ス
料
金
は
原
価
と
管
理
費
の

み
で
構
成
さ
れ
る
べ
き
。
【
北
海
道
】

２
０
２
７
年
度
の
施
行
と
し
て
既
存
契
約
は
い
つ
解
消
さ
れ
る
の
か
は

課
題
。
【
北
海
道
】

公
布
３
年
後
に
施
行
は
、
施
行
ま
で
に
長
す
ぎ
る
。
【近

畿
】

無
償
貸
与
を
し
て
い
た
の
は
業
界
の
商
慣
習
だ
か
ら
よ
い
と
し
て
も
、
そ

れ
を
消
費
者
に
転
嫁
し
な
い
よ
う
な
仕
組
み
を
な
ぜ
考
え
て
こ
な
か
っ
た

の
か
疑
問
。
業
界
の
中
で
正
し
い
競
争
を
し
て
い
く
と
い
う
意
識
が
な
か
っ

た
が
た
め
に
、
現
在
の
よ
う
な
状
況
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

【
北
関
東
】
【
南
関
東
】

営
業
行
為
が
料
金
に
上
乗
せ
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
と
聞
く
。
【
中

部
】



【参
考
】L
P
ガ
ス
地
方
懇
談
会
で
寄
せ
ら
れ
た
意
見
（
消
費
者
及
び
事
業
者
意
見
）

1
8

Ｌ
Ｐ
ガ
ス
料
金
等
の
情
報
提
供

ガ
ス
料
金
が
安
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
販
売
事
業
者
を
変

更
し
た
が
、
し
ば
ら
く
す
る
と
ガ
ス
料
金
が
値
上
が
り
、
以
前
よ
り
も

高
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
も
耳
に
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
点
に

つ
い
て
も
是
正
し
て
ほ
し
い
。
【
北
関
東
】

広
報
の
仕
方
含
め
て
事
業
者
と
一
緒
に
消
費
者
と
し
て
連
携
し

て
、
知
る
こ
と
が
重
要
。
若
い
人
が
無
関
心
と
い
う
の
も
問
題
。
携

帯
電
話
の
販
売
は
頻
繁
に
議
論
し
て
い
る
。
性
格
も
違
う
が
見

習
う
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
【北

関
東
】

そ
の
他

施
行
後
の
課
題
と
し
て
は
法
令
が
守
ら
れ
て
い
る
か
監
視
を
し
て

い
く
と
い
う
こ
と
が
重
要
。
【北

関
東
】【
北
海
道
】

何
か
問
題
が
起
き
た
際
に
相
談
で
き
る
窓
口
が
ほ
し
い
。
【
北
関

東
】

今
回
の
規
制
は
自
由
競
争
の
阻
害
で
あ
る
と
事
業
者
間
で
話

題
に
な
っ
て
お
り
、
法
の
抜
け
駆
け
の
こ
と
も
気
に
な
っ
て
い
る
。
消

費
者
と
し
て
通
報
、
監
視
す
る
こ
と
が
制
度
と
し
て
ま
だ
決
ま
っ
て
い

な
い
が
、
消
費
者
が
自
主
的
に
変
え
て
い
く
こ
と
を
し
て
い
き
た
い
。

【
北
関
東
】

料
金
透
明
化
・
取
引
適
正
化
に
向
け
た
意
見

2
0
2
7
年
度
ま
で
に
ど
う
施
行
さ
れ
て
い
く
の
か
、
す
で
に
投
資
し
て
い
る
契
約
を

ど
う
す
る
の
か
、

L
P
ガ
ス
事
業
者
、
不
動
産
関
係
者
、
行
政
と
相
談
し
て
、
消

費
者
に
御
迷
惑
を
か
け
な
い
よ
う
に
し
た
い
。
【北

関
東
】

経
済
産
業
省
だ
け
で
な
く
、
他
省
庁
と
も
連
携
し
て
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。

【
共
通
】

罰
則
を
含
ん
だ
法
令
改
正
に
つ
い
て
歓
迎
。
【
北
関
東
】
【
南
関
東
】
【
北
海

道
】
【
中
部
】

最
終
的
に
料
金
が
安
く
な
っ
て
い
か
な
い
と
意
味
が
な
い
。
【北

関
東
】

県
内
に
お
け
る
料
金
調
査
を
行
っ
て
い
る
が
、
無
償
貸
与
な
ど
に
よ
り
価
格
を

高
く
設
定
し
て
い
る
事
業
者
は
調
査
に
答
え
ず
課
題
に
な
っ
て
い
る
。
【
南
関

東
】

今
一
番
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
賃
貸
住
宅
に
住
ん
で
い
る
消
費
者
が
不
動

産
業
界
か
ら
取
り
決
め
や
料
金
の
情
報
を
得
て
い
な
い
こ
と
。
オ
ー
ナ
ー
と
L
P
ガ

ス
事
業
者
が
三
部
料
金
の
こ
と
を
き
っ
ち
り
や
っ
て
も
、
消
費
者
に
伝
わ
っ
て
い
な

い
と
い
う
こ
と
が
一
番
の
問
題
。
【東

北
】【
中
部
】

来
年
４
月
か
ら
大
手
ハ
ウ
ス
メ
ー
カ
ー
は
配
管
代
、
給
湯
器
の
代
金
を
払
う
、

と
言
っ
て
い
て
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＞













沖高保発第５－  号

                                   令和６年１月  日

ＬＰガス部会会員事業所 各位

（一社）沖縄県高圧ガス保安協会

部会長 島袋 博文（公印省略）

ＬＰガス部会経営者セミナーの開催について
（ご案内）

みだしの件について、当部会ではＬＰガス業界にとって重要なテーマとなっております「取

引適正化」について、『令和５年度ＬＰガス販売事業者経営セミナー』を開催致します。お忙

しいことは存じますが、ご参加下さいますようご案内申し上げます。

また、本セミナーは会員のみ参加対象となっておりますので予めご了承下さい。

１．開催日時   令和６年２月２７日（火）（開場１３時）１３時３０分～１６時

２．開催場所   未定（那覇市内）

３．ご 講 演  （一社）全国ＬＰガス協会 専務理事 村田光司 様

         演題（仮題）「商慣行是正に向けた対応方針」

４．参加対象   会員のみ（会員事業所確認のため名刺のご準備をお願いします。）

５．参 加 料   無料

６．定 員  １５０名

７．申込期限  ２/○(○)迄にＦＡＸにてお申込下さい。（人数把握のため）

８．お問合せ   協会事務局 ＦＡＸ 098-858-9564 ＴＥＬ 098-858-9562 又吉、宮城

事業所名 連絡担当者

連 絡 先 TEL FAX

        参加者氏名 役職名         参加者氏名 役職名

① ②

③ ④

※駐車場の混雑が予想されますので、乗合いでお越し下さいますようお願い致します。

※多くの会員に参加して頂くため一事業所より複数参加される場合は、人数調整をさせていた

だく場合がございます。
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令和５年１１月
指定避難所・医療施設・福祉施設等 関係各位

（一社）沖縄県高圧ガス保安協会
（公印省略）

ＬＰガスを使用した防災対策のお願い
（頻発する自然災害 命をつなぐエネルギーＬＰガス）

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
ＬＰガスは、県内全市町村の家庭用・業務用・産業用など約５６万戸に供給する県民生活

に必要不可欠なエネルギーであります。
ＬＰガスは国が定める第６次エネルギー基本計画においても、「最後の砦」として、平時の

みならず緊急時のエネルギー供給に貢献する重要なエネルギー源として位置付けされており
ます。

また、毎年全国各地で多発する自然災害、県内でも２１万戸が停電し大きな被害をもたら
した台風 6 号等に対応すべく、停電時でも発電し電気が使用できる自立・分散型エネルギー
であるＬＰガス仕様ＧＨＰ（高効率のガスエンジンを使って冷暖房を行う空調システム）は、
その有用性が高まっております。

当協会では、指定避難所・医療施設・福祉施設等の皆様へ、頻発する自然災害への対応策と
して、補助金を活用し平時からＬＰガス設備を導入いただき、ご使用いただくことで災害時
にも即対応できるよう「ＬＰガスを使用した防災対策」について、ご提案しております。

つきましては、下記の内容についてご確認いただくと共に、ＬＰガス設備の導入について
ご検討下さいますようお願い申し上げます。

敬具
記

１．なぜＬＰガスなのか
① 劣化しないエネルギー

・ＬＰガスは品質劣化が無く、他のエネルギーに比べ長期間でも保存可能なエネルギ
ーです。

② 復旧が早く災害にも強い
・送電線や導管などのラインで供給する電気や都市ガスは、災害後の復旧に時間が掛

かりますが、ＬＰガスはボンベでどこでも供給できる「災害にも強いエネルギー」
です。

次頁へ続く
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③ 軒先在庫
・平時からＬＰガスをお使いいただくことで、非常時でもボンベに蓄えられた「軒先

在庫」が備蓄となり災害時に役立ちます。
④ 複数のエネルギー減の確保（エネルギーのベストミックス）

・過去の災害は、単一のエネルギーに依存するリスクの高さが教訓となりました。
ＬＰガスは発電機や暖房・調理器具・温かいお風呂など、対応する設備も多様で、
災害対応の面で非常に優れております。

２．エネルギー供給状況等の把握
現在のエネルギー供給状況を含め、自社設備の把握など事前に確認をお願い致します。

① 「エネルギー供給状況の把握」（ＬＰガス・都市ガス・オール電化・その他）
② 「ＬＰガス供給事業者の把握」
③ 「ＬＰガス容器貯蔵量の把握」
④ 「現在設置されているＬＰガス機器の把握」（コンロ・湯沸し器・GHP・発電機…）
⑤ 「ＬＰガス供給事業者との定期的な打ち合わせ並びに訓練の実施」
⑥ その他

３．自然災害に備え平時からご使用いただきたい「ＬＰガス貯蔵設備及び対応設備」
① 「ＬＰガス災害用バルク」
② 「ＬＰガス空調（GHP）」
③ 「ＬＰガス発電機」
④ 「炊き出し用釜」
⑤ その他

本件に対してのお問合せ
事務局 （一社）沖縄県高圧ガス保安協会  有銘・又吉

  住 所 那覇市字小禄 1831-1（沖縄産業支援センター403-1）
連絡先 TEL098-858-9562 FAX098-858-9564

http://www.okinawakhk.or.jp/







沖高保発第 25－159 号

    平成２６年１月２２日

沖縄県警察交通部

交通規制課長  殿

                   一般社団法人沖縄県高圧ガス保安協会

                         会長  渡 口 彦 則

災害発生時における「緊急通行車両事前届出」について

みだしのことについて、災害対策基本法第７６条第１項及び災害対策基本法施行令第

３２条に基づき、下記車両について、事前に届け出を受理して頂きますよう上申します。

                    記

１ 申請理由

  災害対策基本法第７６条第１項及び災害対策基本法施行令第３２条に基づき、災害

応急対策（ガス保全業務等）に従事又は災害応急対策に必要な物資の緊急輸送その他

の災害応急対策を実施するために必要な車両のため

２．対象事業者及び車両台数   別添
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ガス種 事業者名 営業所名 対象エリア 車両台数
1 ＬＰガス ㈱りゅうせき　 本社ガス販売本部 中南部 ２台以内
2 〃 ㈱りゅうせきロジコム　 浦添物流センター 南部 〃
3 〃 ㈱りゅうせきロジコム 中部物流センター 中部 〃
4 〃 ㈱りゅうせきロジコム　 北部物流センター 北部 〃
5 〃 ㈱りゅうせきロジコム 宮古物流センター 宮古 〃
6 〃 ㈱りゅうせきロジコム　 八重山物流センター 石垣 〃
7 〃 マルヰ産業㈱ 本社 中南部 〃
8 〃 マルヰ産業㈱ 西原支店 南部 〃
9 〃 マルヰ産業㈱ 佐敷工場 南部 〃

10 〃 マルヰ産業㈱ 糸満事業所 南部 〃
11 〃 マルヰ産業㈱ 中部支店 中部 〃
12 〃 マルヰ産業㈱ 北部支店 北部 〃
13 〃 エッカ石油㈱ 本社 中南部 〃
14 〃 エッカ石油㈱ 那覇営業所 南部 〃
15 〃 エッカ石油㈱ 糸満営業所 南部 〃
16 〃 エッカ石油㈱ 西原営業所 中部 〃
17 〃 エッカ石油㈱ 中部営業所 中部 〃
18 〃 エッカ石油㈱ 名護営業所 北部 〃
19 〃 ㈱白石 本社 中南部 〃
20 〃 ㈱白石 南部営業所 南部 〃
21 〃 ㈱白石 中部営業所 中部 〃
22 〃 沖縄県農業協同組合 本店生活部 中南部 〃
23 〃 沖縄県農業協同組合 伊江支店 伊江島 〃
24 〃 沖縄協同ガス㈱ 本社 中南部 〃
25 〃 沖縄協同ガス㈱ 南部営業所 南部 〃
26 〃 沖縄協同ガス㈱ 那覇営業所 南部 〃
27 〃 沖縄協同ガス㈱ 中部営業所 中部 〃
28 〃 沖縄協同ガス㈱ 北部営業所 北部 〃
29 〃 沖縄協同ガス㈱ 宮古事業所 宮古 〃
30 〃 沖縄協同ガス㈱ 八重山事業所 石垣 〃
36 〃 中央ガス工業（㈱） 中部 〃
33 〃 ㈲具志頭給油所 糸満営業所 南部 〃
31 〃 ㈱互恵石油瓦斯 中部 〃
32 〃 ひまわりガス㈱ 中部 〃
34 〃 沖縄ガス㈱ 本社 中南部 〃
35 〃 沖縄ガス㈱ LPG西原充填所 中南部 〃
37 〃 浦添ガス工業㈱ 中南部 〃
38 〃 比謝川ガス㈱ 中部 〃
39 〃 宜野湾ガス㈱ 中部 〃
40 〃 ㈱東江ガス 中部支店 中部 〃
41 〃 ㈱協和ガス 中南部 〃
42 〃 沖縄石油ガス㈱ 中南部 〃
43 〃 久米島ガス㈱ 久米島 〃
44 〃 ㈲島三産業 宮古伊良部 〃
45 〃 宮古ガス㈱ 宮古 〃
46 〃 ㈱先島ガス 石垣 〃
47 〃 大協配送㈱ 中南部・北部 〃
48 〃 太平運輸㈱ 中南部・北部 〃
49 〃 内外運輸㈱ 中南部・北部 〃
50 〃 沖縄県ｴﾙﾋﾟｰｶﾞｽ保安ｾﾝﾀｰ㈲ 中南部・北部 〃
51 一般ガス ㈱オカノ 本社 中南部・北部 〃
52 ㈱オカノ 中部営業所 中北部 〃
53 ㈱オカノ 宮古営業所 宮古 〃
54 ㈱おきさん 本社 中南部・北部 〃
55 ㈱高圧運輸 中南部・北部 〃

緊急通行車両　対象事業者及び車両台数　一覧
（一社）沖縄県高圧ガス保安協会
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別記様式第１                      （記 載 例）

災 害 応 急 対 策 用

緊急通行車両等事前届出書

                    平成○○年 ○月 ○日
沖縄県公安委員会殿

          届出者住所 沖縄県○○市○○ ○○番地
             （電話）○○○ー○○○―○○○○
          

      ○○株式会社  ○○営業所
         氏名 所長 ○○○○          □印

地 震 防 災              第          号
災 害 応 急 対 策 用
原子力災害
国 民 保 護 措 置 用

緊急通行車両等事前届出済証

  左記のとおり事前届出を受けたことを証する

                        年  月  日

                沖縄県公安委員会     □印

番 号 標 に 表 示
さ れ て い る 番 号 沖縄 ○○ ○ １２３４ (注)１ 大規模地震対策特別措置法、災害対策基本法、原子力災害対策特

別措置法又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関
する法律に基づく交通規制が行われたときには、この届出済証を最
寄りの警察本部、警察署、交通検問所等に提出して所要の手続きを
受けてください。

２ 届出内容に変更が生じ又は本届出済証を亡失し、滅失し、汚損し、
破損した場合には、公安委員会（警察署又は警察本部経由）に届け
出て再交付を受けてください。

３ 次に該当するときは、本届出済証を返還してください。
(1) 緊急通行車両等に該当しなくなったとき。
(2) 緊急通行車両等が廃車となったとき。
(3) その他、緊急通行車両等としての必要性がなくなったとき。

車両の用途（緊急
輸送を行う車両に
あっては、輸送人
員又は品名）

施設及び設備の応急の復旧に関する活動等

（（社）沖縄県高圧ガス保安協会が平成２３年１０月２

４日に指定地方公共機関に指定されているため）

使 用 者

住 所

沖縄県○○市○○ ○○番地

        （    ）   局    番

氏 名
○○株式会社

出 発 地
沖縄県○○市

（注） この事前届出書は２部作成して、当該車両を使用して行う業
務の内容を疎明する書類を添付の上、車両の使用の本拠の位置
を管轄する警察署又は警察本部に提出してください。

備考 １届出者は、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。
２用紙の大きさは、日本工業規格 A 列４番とする。
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